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移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び 
設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針 

（H9.3.26消防危第 33号通知） 

（H14.2.26消防危第 28号通知一部改正） 

 

第 1  移動タンク貯蔵所の手続に関する事項  

1．1  設置又は変更の許可申請  

設置又は変更の許可申請は、移動タンク貯蔵所を常置する場所(以下「常置場所」と

いう。)を管轄する市町村長等に対して行うものであること。なお、許可に当たっては、

市町村長等は申請者に対して許可したことを示す書類(以下「許可書」という。)に 

2 部提出される申請書のうち 1 部を添付して交付すること。  

移動タンク貯蔵所の許可は、移動貯蔵タンクを固定する一の車両毎に行うものであ

ること。この場合において被けん引車のけん引車は一の車両に限られるものでなく、

複数の車両をもって許可できるものであり、また、けん引車の新設及び廃止(増設又は

減少)については、資料の提出を要さない軽微な変更工事として取り扱うものであるこ

と。  

1．2  譲渡又は引渡の届出  

消防法(以下「法」という。)第 11 条第 6 項の規定に基づく譲渡又は引渡に係る届

出(以下「譲渡引渡届出」という。)の届出書(危険物貯蔵所譲渡引渡届出書(危険物の

規制に関する規則(以下「規則」という。)別記様式第 15)以下「譲渡引渡届出書」と

いう。)には、譲渡又は引渡がなされたことを証明する書類(譲渡又は引渡を行う者及

び譲渡又は引渡を受ける者の両者により証明がなされたもの)を添付するものである

こと。  

1．3  常置場所の変更に伴う変更許可申請  

移動タンク貯蔵所の常置場所の位置の変更は、変更許可申請を要するものであり、

当該申請は、変更後の常置場所を管轄する市町村長等に行うものであること。ただし、

同一敷地内の常置場所の位置の変更は、資料の提出を要する軽微な変更として取り扱

うものであること。  

また、常置場所の位置の変更に際し、変更後の常置場所を管轄する市町村長等が変

更前と異なる場合(以下「行政庁の異なる常置場所の変更」という。)には、変更許可

申請に当たって、変更前の最新の許可書、これに添付されて返戻された申請図書(常置

場所に係る図書を除く。)、タンク検査済証及び完成検査済証のそれぞれの写しを添付

させるものであること。なお、当該申請書に変更前の許可書(原本)、タンク検査済証

(正)及び完成検査済証(原本)を添付することができるものであり、この場合には、当
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該申請書を許可書に添付し申請者に交付するものであること。  

これらの行政庁の異なる常置場所の変更時に係る譲渡引渡届出に係る手続等は、次

の 1．3．1、1．3．2 のいずれかの方法により行うものであり、行政庁の異なる常置

場所の変更に伴う行政機関相互の連絡は 1．3．3 によること。  

1．3．1  変更前の常置場所を管轄する市長村長等に譲渡引渡届出を行う場合  

(1)  行政庁の異なる常置場所の変更と移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡を同時に

行う場合は、原則として譲渡引渡届出を変更前の常置場所を管轄する市町村長

等(以下「旧行政庁」という。)に対し先行して行うものであること。この場合

において、譲渡引渡届出は、譲渡引渡届出書等に返信用封筒を同封して郵送に

より行うことができるものであること。  

(2)  旧行政庁は、内容を精査のうえ受理し、速やかに譲渡引渡届出書を届出者に返

戻すること。なお、郵送等により譲渡引渡届出を受理したときは、当該届出書

に同封された返信用封筒により届出者に郵送すること。  

(3)  当該移動タンク貯蔵所の変更後の常置場所を管轄することとなる市長村長等

(以下「新行政庁」という。)は、移動タンク貯蔵所の譲受人又は引渡を受けた者

から移動タンク貯蔵所の常置場所の位置に係る変更許可申請がなされたときは、

当該移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備が危険物の規制に関する政令(以下

「政令」という。)第 15 条等に定める技術上の基準に適合していることを確認し、

かつ、旧行政庁から返戻される譲渡引渡届出書により譲渡又は引渡の届出がなさ

れていることを確認すること。  

       ただし、当該届出を(1)の郵送により行った場合で旧行政庁から譲渡引渡届出書

が返戻されていない場合は、配達証明等の確認によることができるものであるこ

と。  

(4)  許可時に譲渡引渡届出の確認を配達証明等により行った場合において、許可を

行った後、旧行政庁から譲渡又は引渡を受けた者に対し(2)により譲渡引渡届出書

の郵送があったときは、当該譲渡引渡届出書を改めて確認すること。  

1．3．2  新行政庁に譲渡引渡届出及び変更許可申請を同時に行う場合  

許可申請書に譲渡又は引渡を行おうとする者が譲渡又は引渡を受ける者に対し変

更許可に係る手続に関する権限を委任することを証する書面(委任状)を添付した場

合に限り、移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡を受けようとする者は、直接新行政庁

に対し常置場所の変更許可申請と譲渡引渡届出を同時に行うことができるものであ

ること。  

1．3．3  行政機関相互の連絡  

新行政庁が行政庁の異なる常置場所の変更に係る許可をした場合は、新行政庁か

ら旧行政庁に対し、その旨を通知すること。  

      この場合の通知は、別記様式 1 により行うものとすること。  
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1．4  完成検査前検査(政令第 8 条の 2第 3項第 4 号関係)  

完成検査前検査は、移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等又は移動貯

蔵タンクを製造する場所を管轄する市町村長等に対し申請するものとすること。  

ただし、これらの市町村長等で完成検査前検査を行うことが困難な場合は、これら

の市町村長等以外の市町村長等に対し申請することができるものであること。  

1．4．1  水圧検査の方法  

      タンクの水圧検査は、各タンク室のマンホール上面まで水を満たし、所定の圧力

を加えて行うこと。  

      この場合において間仕切を有する移動貯蔵タンクの水圧検査は、移動貯蔵タンク

のタンク室のすべてに水圧をかけた状態で実施することができるものである。  

1．4．2  タンク水圧試験中の変形  

      タンクの水圧試験において生じてはならない変形とは、永久変形をいい、加圧中

に変形を生じても圧力を除いた時に加圧前の状態に復するものは、ここでいう変

形に該当しないものであること。  

1．4．3  規則様式第 14 のタンク検査済証の表示、材質、寸法等については、次のとおり

であること。  

(1)  タンク検査済証(正)(副)における「検査行政庁」の表示は、検査を実施した行

政庁の名称を都道府県名、市町村名、消防組合名等で記載すること。ただし、

タンク検査済証(副)に限り、検査行政庁を管轄する都道府県名を記載すること

ができる。  

(2)  検査圧力の欄には、圧力タンク以外にあっては「0.7Kgf／c ㎡(70kpa)」で、     

圧力タンクにあっては検査圧力を「kgf／c ㎡(kpa)」の単位で表わす。  

(3)  タンク検査済証(副)の金属板の材質等は次によるものとすること。  

      ア  板の材質は、真ちゅうその他これと同等以上の耐食性を有する金属とし、厚

さは 0.5 ㎜以上とすること。  

      イ  タンク検査済証(副)は、図 1－3－1 に示す斜線部をエッチング加工とする  

こと。  

   ウ  検査圧力、検査番号及び検査年月日の記入は、刻印とすること。  

      エ  タンク検査済証(副)の文字の大きさ等の作成に当たっては、次のとおりとす

ること。  

       (ア) 「 タンク検査済証」の 1 文字の大きさは、概ね 6mm 平方とし、文字と

文字の間には、概ね 1mm の間隔をとること。  

       (イ)  「検査年月日」、「検査圧力」、「検査番号」及び「年月日」の 1 文字の大

きさは、概ね 2.5mm 平方とすること。  

       (ウ) 「検査行政庁」の 1 文字の大きさは、概ね 5mm 平方とすること。  

       (エ) 図 1－3－1 の斜線部分以外の部分及び斜線部分内の文字は、浮き上りと
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し、その色は、真ちゅう地色とすること。  

       (オ)  斜線部分以外の部分の文字及び間線は、掘り下げとし、その色は、黒色

とすること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．5 完成検査  

完成検査は、次によること。  

1．5．1  完成検査実施場所  

完成検査は、原則として、常置場所において位置の状況を含み実施するものとす

ること。ただし、常置場所が他の移動タンク貯蔵所の常置場所とされている等によ

りすでに把握されている場合はこの限りでない。  

1．5．2  完成検査申請  

完成検査申請は、政令第 8 条の 2 に基づく完成検査前検査が実施されているこ

とを確認したうえで受理すること。  

      なお、完成検査申請書にタンク検査済証等の添付は原則要さず、完成検査時に確

認すれば足りるものであること。  

1．5．3  完成検査の確認方法  

完成検査に当たっての基準の適合の確認方法は、別表「許可審査、完成検査にお

ける確認事項」によること。  

1．5．4  譲渡引渡に伴う完成検査済証の交付  

行政庁と異なる常置場所の変更に係る完成検査済証の交付については、1．3．1(3)

の配達証明等により譲渡引渡届出を確認している場合にあっては、1．3．1(4)の譲

渡引渡届出書が確認できたのちでなければ行うことができないものであること。  
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第 2  位置、構造及び設備の図面に関する事項 

2．1  政令第 6 条第 2 項の規定により設置許可申請書に添付する移動タンク貯蔵所の位

置、構造及び設備に関する図面は、次に掲げるものとすること。  

なお、2．1．1 から 2．1．3 に掲げる図面以外の図面の添付は要しないものである

こと。  

ただし、新たに特殊な構造又は設備を設置することとなる移動タンク貯蔵所に係る 

2．1．1 から 2．1．3 に掲げる図面以外の当該特殊な構造又は設備の図書の添付の要

否については、統一性を図る必要があるので、予防部規制指導課に確認すること。  

2．1．1  移動タンク貯蔵所(政令第 15 条第 1 項)  

      次に掲げるもののうち、該当するものとすること。  

(1)  配置図  

(2)  外観三面図  

(3)  タンク構造図  

(4)  配管概要図  

(5)  安全装置構造図 

(6)  可燃性蒸気回収設備概要図  

(7)  側面枠取付図  

(8)  側面枠構造図 

(9)  防護枠取付構造図  

(10)  底弁及び閉鎖装置構造図  

(11)  電気設備概要図  

(12)  注入ホース構造図  

(13)  静電気除去装置構造図  

2．1．2  積載式移動タンク貯蔵所(政令第 15 条第 2 項)  

      前 2．1．1 に定めるもののほか、次に掲げるものとすること。  

(1)  箱枠構造図  

(2)  緊結装置構造図  

2．1．3  給油タンク車(政令第 15 条第 3 項)  

      前 2．1．1 に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。  

(1)  火炎噴出防止装置・誤発進防止装置概要図  

(2)  給油設備配管概要図  

(3)  緊急移送停止装置概要図  

(4)  自動閉鎖の開閉装置概要図  

(5)  結合金具等構造図 

(6)  給油ホース構造図  
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2．2  各図面の記載要領は、次によること。なお、表 2－1 に掲げるものは許可の審査に

当たって特段必要としないため図面の添付及び図面上への記載は必要としないこと。  

    

表 2－1  審査を必要とせず、図示等を必要としない設備  

 

 

 

 

 

 

 

 

2．2．1  配置図(例図 2．1－1 参照)  

配置図は、敷地内及び敷地の周囲の状況が判断できる平面図とし、常置場所を図

示するとともに、常置場所の周囲の状況が明記されていること。また、建築物の 1

階に常置する場合は、当該建築物の構造を図示するとともに建築物の構造部の材料

を付記すること。ただし、常置場所が敷地内の中央等にあり明らかに敷地外から影

響を受けない場合は、敷地内のみを図示した平面図とすることができる。  

2．2．2  外観三面図(例図 2．1－2 参照)  

(1)  外観三面図は、平面図、側面図(左側)及び後面図とすること。  

(2)  図面の縮尺は、1／50 から 1／20 までとすること。  

(3)  図面には、次に掲げる寸法を記載すること  

      ア  車両の全長、全高及び全幅  

      イ  20kℓを超えるものの車両の最外側、タンクの最外側、タンク後部最外側と後

部緩衝装置との距離(300mm 以上が確認できるものでも可)  

(4)  図面には、次に掲げるものの名称を図示すること。  

      ア  共通  

      (ア)  注入口、安全装置、可燃性蒸気回収設備、底弁ハンドル、検尺口、吐出口、

接地導線、不活性ガス配管・封入口(材質を付記すること。)及び後部緩衝装

置 

      (イ)  緊急レバー及び緊急レバー表示  

      (ウ)  「危」の標識  

      (エ)  危険物の類、品名及び最大数量の表示(表示位置を図示すること。)  

      (オ)  消火器  

【ホース収納装置を有する移動タンク貯蔵所の場合】  

       (カ) ホース収納装置(ホースボックスを含む。)の取付け位置  

項目  設備名  

車両に係る設備  

タイヤキャリヤ、燃料タンク、ランプ類(路肩灯、作業灯、車幅灯)、反射鏡(リヤ

アンダーミラー等)、方向指示器、バッテリー、ナンバープレート、車両操作レバ

ー等  

附属設備  
工具箱、ランニングボード、防護枠水抜き管(ホース)、はしご、衝突防止反射板、

後方確認カメラ、「毒」等の標識、配管固定金具等  
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【ボトムローディング注入方式の設備を有する移動タンク貯蔵所の場合】  

       (キ) レベルセンサー、電気配線配管、配管保護枠及び発信器接続コネクター  

【エアー式底弁を有する移動タンク貯蔵所の場合】  

(ク)  エアータンク、プロテクションバルブ及びコントロールボックス  

      イ  積載式移動タンク貯蔵所  

       (ア)  箱枠及び緊締金具等  

       (イ)  行政庁名等の表示  

      ウ  給油タンク車、給油ホース車  

       (ア)  給油設備  

       (イ)  緊急移送停止装置の操作装置  

       (ウ) エンジン排気筒火炎噴出防止装置  

(5)  外観三面図に記載を要しないもの  

        キャブの詳細、底弁、配管、配管系統図、流量計、切換弁、間仕切板、防波板

タンクの材質・板厚、計器関係  

2．2．3  タンク構造図(例図 2．1－3 参照)  

(1)  タンク構造図(タンク本体のみとし、サブフレーム、ホースボックス、当て板、 

ステー等は除く。)は、平面図、側面図の断面図及び後面図とすること。  

(2) 図面の縮尺は、1／50 から 1／20 までとすること。 

(3)  図面には、次に掲げる寸法を記載すること。  

      ア  タンク内側寸法、タンク室寸法(間仕切板間又は間仕切板と鏡板との間)等 

イ  鏡板張出し寸法、防波板寸法等  

         ウ  マンホール及び底弁フランジ取付寸法  

(4)  図面には、次に掲げるものの名称を図示すること。  

      ア  共通  

       (ア)  タンク胴板、鏡板及び間仕切板  

       (イ)  防波板及び防波板支柱  

       (ウ)  マンホール及び底弁フランジ  

       (エ)  側面枠及び防護枠  

       (オ)  タンク検査済証取付座(外面三面図に図示することによることもできる。

この場合は当該図面への図示は要しない。)  

      イ  積載式移動タンク貯蔵所  

       (ア)  許可行政庁及び設置の許可番号の表示(外面三面図に図示することによ

ることもできる。この場合は当該図面への図示は要しない。)  

(5)  図面には、次に掲げる事項を記載すること。  

     ア  内容積の計算  

       容積は、リットル単位とし、小数点第 1 位を四捨五入すること。  
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     イ  空間容積比の計算  

        容積比は、パーセントで示し、小数点第 2 位を四捨五入すること。なお、各

室毎の空間容積についても記載すること。  

     ウ  防波板面積比の計算  

        面積比は、パーセントで示し、小数点第 2 位を四捨五入すること。  

     エ  主要構造部名  

        主要構造部名は、別に欄を設け、主要構造部の名称、個数、材質、板厚等を記

載すること。  

     オ  タンク前後方向  

        タンク構造図には、前後方向を矢印で示すこと。  

     カ  タンク胴板と鏡板との溶接方法を図示すること。  

【積載式移動タンク貯蔵所の場合】  

     キ  積載式移動タンク貯蔵所にあっては、移動貯蔵タンク荷重(移動貯蔵タンク、

附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重をいう。以下同じ。)及

びその計算式を記載すること。(2．2．14 箱枠構造図に記載する場合は、当該図

面への記載を要しない。)  

     ク  積載式移動タンク貯蔵所のうち箱枠構造以外のものにあっては、規則第 24 条

の 5 第 4 項第 1 号に規定する積替え時に移動貯蔵タンクの荷重によって生ずる応

力及び変形に対して、安全なものであることを示す強度計算式を記載すること。

または、安全であることが確認できる強度試験結果書を添付すること。  

2．2．4  配管概要図(例図 2．1－4 参照)  

(1)  配管概要図は、平面の概要図とすること。なお、図面には、材質、寸法、固定

金具の位置等の記入を必要としないこと。  

(2)  図面には、次に掲げるものの名称を図示すること。  

      ア  弁類(吐出弁、底弁、バイパス弁、切換弁、制御弁等)及び吐出口  

      イ  ポンプ  

      ウ  底弁閉鎖装置のレバー及びロッド  

      エ  フレキシブルジョイント、ビクトリックジョイント等の特殊な継手  

      オ  流量計  

      カ  油種確認等の特殊な結合金具等  

(3)  図面には、車両の前方向を矢印で示すこと。  

(4)  配管により底弁の損傷を防止するための措置をするものは、その方法を図示す

ること。なお、前記(2)エの特殊な継手(フレキシブルジョイント、ビクトリック

ジョイントを除く。)で、かつ、配管以外の方法による場合又はカに掲げる結合金

具等を設ける場合には、別にその資料を添付すること。  
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【ボトムローディング注入方式の設備を有する移動タンク貯蔵所の場合】  

(5)  余白に最大常用圧力、配管水圧試験圧力及び配管水圧試験実施の旨を記載する

こと。  

2．2．5  安全装置構造図(例図 2．1－5 参照)  

(1)  安全装置構造図は、断面図とすること。 

(2)  図面には、主要構造部の名称、材質並びに安全装置の外径、高さ及び弁の孔径、

リフトの高さを記載すること。  

(3)  安全弁の有効吹き出し面積の計算式を記載し、小数点第 2 位を四捨五入する

こと。  

2．2．6  可燃性蒸気回収設備概要図(例図 2．1－6 参照)  

(1)  可燃性蒸気回収設備概要図は、配管図及び断面図とし、主要構造部の名称を記

載すること。  

(2)  図面の余白には、主要構造部材名及び材質を記載すること。 

2．2．7  側面枠取付図(例図 2．1－7 参照)  

(1)  側面枠取付図は、移動タンク貯蔵所の後部立面図とし、最外側線、接地角度、

取付角度及び移動貯蔵タンクに貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当

該移動タンク貯蔵所の重心点(以下「重心高」という。)を記載すること。  

(2)  図面の余白には、重心高の計算を記載すること。なお、比重の異なる危険物を

取り扱う移動タンク貯蔵所の重心高の計算は、積載する危険物の最大積載重量と

なる値によること。  

2．2．8  側面枠構造図(例図 2．1－8 参照)  

(1)  側面枠構造図は、平面図、側面図、後面図及び断面図とし、主要構造部の名称

及び主要寸法を記載すること。  

(2)  図面の余白には、形鋼による場合の側面枠補強板及び前後部それぞれのタンク

端から側面枠までの距離を記載するとともに、保温(冷)等を行う場合には、取付

座、補強部材、締付けボルト、断熱材、被覆板等の名称、材質、板厚及び寸法を

記載すること。  

2．2．9  防護枠取付構造図(例図 2．1－9 参照)  

(1)  防護枠取付構造図は、マンホール、底弁ハンドル、注入口、注入口ハンドル、

安全装置、可燃性蒸気回収設備等の附属装置と防護枠との関連を明らかにした

防護枠取付箇所の断面図とすること。  

(2)  図面には、主要構造部の名称並びに防護枠の寸法及び附属装置の頂部と防護枠

との高さの差のうち、その差の最も小さい箇所の寸法(50 ㎜以上が確認できる

ものでも可)を記載すること。  

(3)  図面の余白には、マンホールのふた、注入口のふたの材質及び板厚を記載する

とともに、保温(冷)等を行う場合には、取付座、補強部材、締付けボルト、断
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熱材、被覆板等の名称、材質、板厚及び寸法を記載すること。  

2．2．10  底弁及び閉鎖装置構造図(例図 2．1－10 参照)  

(1)  底弁及び閉鎖装置構造図は、断面図とし、主要構造部の名称を記載すること。  

(2)  図面には、底弁及び開閉装置の作動説明図(エアー底弁については、エアー制

御系統を含む。)を併記し、作動要領を簡明に記載すること。  

(3)  図面には、緊急レバーの長さを記載すること。  

2．2．11  電気設備概要図(例図 2．1－11 参照)  

(1)  電気設備概要図は、原則として可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所で使用

されるモーター、スイッチ、照明機器、レベルセンサー等の電気設備の取付位

置図及び個々の外面図とする。  

(2)  図面には、主要構造部の名称及び可燃性蒸気に引火しない構造の規格等がある

ものについては、それを記載すること。ただし、別に添付することもできる。 

(3)  ボトムローディング注入方式の設備及び混油防止装置を有する移動タンク貯

蔵所にあっては、センサー、発信機能等の機能説明図を付記し、機能概要を簡

明に記載すること。  

2．2．12  注入ホース構造図(例図 2．1－12 参照)  

(1)  注入ホース構造図は、注入ホース(ノズル、ホース収納装置を有する移動タン

ク貯蔵所にあっては、ホース収納装置(ホースボックスを除く。)、ノズルを含

む。)の断面図とし、主要構造部の名称を記載すること。  

(2)  図面の余白には、主要構造部材名、材質及びホース長を記載すること。  

(3)  静電気に対して導電性を有するものは、その主要構造等を明記すること 

2．2．13  静電気除去装置構造図(例図 2．1－13 参照)  

(1)  静電気除去装置構造図は、断面図とし、主要構造部の名称及び主要寸法を記載

すること。  

(2)  図面の余白には、主要構造部材名及び材質を記載すること。  

【積載式移動タンク貯蔵所の場合】  

2．2．14  箱枠構造図(例図 2．1－14 参照)  

(1)  箱枠構造図は、平面図、正面図、側面図及びタンク取付図とし、箱枠部材の名

称、材質、1 組分の所要数及び寸法等を記載すること。  

(2)  タンク取付図には、附属装置の頂部と箱枠の最外側との寸法の差のうち、その

差の最も小さい箇所の寸法(50 ㎜以上が確認できるものでも可)を記載するこ

と。 

(3)  図面の余白には、主要構造部材名、材質及び異径継手の材質を記載すること。

なお、異径継手の口径、形状等の図面及び記載は要しない。  

(4)  図面には、次の事項が確認できる強度計算書又は強度試験結果書を添付するこ

と。  
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ア  移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあっては、移動貯  

蔵タンク荷重の 2 倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあっては、

移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有していること。  

イ  積替え時に移動貯蔵タンク荷重によって生ずる応力及び変形に対して安全な

ものであること。  

【積載式移動タンク貯蔵所の場合】  

2．2．15  緊結装置構造図(例図 2．1－15 参照)  

(1)  緊結装置に緊締金具及びすみ金具を用いる場合の緊結装置構造図は、次のとお

りとすること。ただし、緊締金具及びすみ金具が日本工業規格(以下「JIS」とい

う。)により造られたものであって移動貯蔵タンク荷重が JIS における最大総重

量を超えないものは、強度計算書の添付は要しないこととして差し支えないこと。  

      ア  緊締金具の構造図  

         緊締金具の構造図は、平面図、正面図及び右又は左側面図とし、強度計算書

を添付すること。  

      イ  すみ金具の構造図  

         すみ金具の構造図は、平面図、正面図及び右又は左側面図とし、強度計算書

を添付すること。  

(2)  緊結装置に U ボルトを用いる場合の緊結装置構造図は、タンクの緊結状態を

示す平面図及び正面図又は側面図とし、強度計算書を添付すること。  

       なお、図面は、緊結時の構造が明らかなものとすること。  

【給油タンク車及び給油ホース車の場合】  

2．2．16  火災噴出防止装置・誤発進防止装置概要図(例図 2．1－16 参照)  

概要図は、機能のわかるものとし、詳細図及び寸法の記載は要しないこと。  

       なお、図面には、次の事項を記載すること  

(1)  火災噴出防止装置の機能概要説明  

(2)  給油ホース等格納状態検出方法  

(3)  発進防止方法の種類及び誤発進防止装置解除装置の有無  

(4)  作動要領  
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【給油タンク車及び給油ホース車の場合】  

2．2．17  給油設備配管概要図(例図 2．1－17 参照)  

(1)  給油設備配管概要図は、平面の概要図として寸法の記入は要しないこと。  

(2)  図面には、次に掲げるものの名称を図示すること。  

      ア  流量計、ポンプ、ストレーナー、底弁位置、損傷防止措置、緊急レバー  

      イ  デッドマンコントロールバルブ  

      ウ  ホースリール  

      エ  フィルターセパレータ  

      オ  給油設備の外装  

(3)  図面の余白に配管、弁及び給油設備の外装の材質を記載すること。ただし、材

料証明等の添付は不要とすること。  

【給油タンク車及び給油ホース車の場合】  

2．2．18  緊急移送停止装置概要図(例図 2．1－18 参照)  

図面は概要を示すシーケンス図等とし、主要構造部の名称を記載するとともに、

緊急移送停止方法について簡明に併記すること。 

【給油タンク車及び給油ホース車の場合】  

2．2．19  自動閉鎖の開閉装置概要図(例図 2．1－19 参照)  

(1)  自動閉鎖の開閉装置概要図は、給油制御弁(開閉装置本体)の内部構造図とし、

主要構造部の名称を記載すること。  

(2)  図面には、本装置のシステム系統と作動要領を簡明に併記すること。  

【給油タンク車及び給油ホース車の場合】  

2．2．20  結合金具・ノズル等構造図(例図 2．1－20 参照)  

(1)  結合金具・ノズル等構造図は、主要構造部の名称、材質及び主要寸法等を記載

すること。  

(2)  給油ノズルを設ける場合は、先端に設ける弁の構造及び手動閉鎖装置を開放 

した状態で固定できない措置の概要を簡記すること。  

(3)  給油ノズルにアース線を付ける場合は、明記すること。  

【給油タンク車及び給油ホース車の場合】  

2．2．21  給油ホース構造図  

給油ホース構造図は、2．2．12 注入ホース構造図の例によること。この場合、

給油ホースの寸法を記載すること。  
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第 3  構造設備明細書に関する事項  

規則別記様式第 4 のトに定める移動タンク貯蔵所構造設備明細書は、次の要領に 

より記載すること。(記載例 3．1－1 参照)  

3．1  車名及び型式の欄  

(1)  車名については、シャーシメーカーの名称及び型式を記載すること。  

(2)  型式については、単一車もしくは被けん引車及び積載式もしくは積載式以外の別

を記載すること。  

3．2  製造事業所名の欄  

移動タンク貯蔵所を製造した事業者名を記載すること。  

3．3  危険物の欄  

(1)  類別の項及び品名の項には、それぞれ貯蔵する危険物の類別及び品名を記載する

が、2 以上の品名の危険物を貯蔵するものにあっては、当該 2 以上の品名を記載

すること。  

       ただし、品名が多数となり、当該欄に記載しきれない場合は、別紙とすること

ができる。  

(2)  化学名の項は、貯蔵する危険物の化学名を記入すること。ただし、ガソリン等の

石油製品のように通常化学名が用いられない物品にあっては、通常用いられてい 

る名称を記載すること。  

3．4  タンク諸元の欄  

(1)  断面形状の項は、移動貯蔵タンクの移動方向に直角の断面の形状について、「だ

円形」、「円形」、「角形」、「特殊形状」等と記載すること。  

(2)  内側寸法の項は、だ円形及び特殊形状の移動貯蔵タンクにあっては、その長径が

幅となり、短径が高さとなり、これを記載すること。また、円形のタンクにあっ

ては、その直径を幅及び高さとして記載すること。  

(3)  最大容量の項は、タンクの内面積から空間容積を差し引いた容積を記載すること。  

(4)  タンク室の容量の項は、車両の移動方向の前方からタンク室に順番号を付して各

タンク室毎の容量を記載すること。  

(5)  材料の項の材質記号は、タンクの材質が JIS のあるものにあっては、JIS 記号

を、JIS のないものにあっては、通常用いられている記号を記載すること。  

       また、材料の項の引張り強さは、当該材質の公称の値を記載すること。  

       なお、別記第４３「移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に

関する指針」により、引張強さ等の強度計算を要する材料を用いる場合にあって

は、当該材質の伸びの値についても記載すること。  

(6)  板厚については、規格値又は呼び板厚を記載すること。  
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3．5  防波板の欄  

(1)  材料及び板厚の項は、前記 3．4(5)及び(6)に準じて記載すること。  

(2)  面積比の項は、車両の移動方向の前方からタンク室に順番号を付して、タンク室

の移動方向の最大断面積に対する防波板の面積の占める割合を記載すること。 

なお、面積比の数値は、小数点第 2 位を四捨五入すること。  

3．6  タンクの最大常用圧力の欄  

     タンクの最大常用圧力が 0.2kgf／㎝ 2(20kpa)以下のタンクにあっては、「0.2Kgf／

㎝ 2 (20Kpa)以下」と記載し、0.2kgf／㎝ 2 (20kpa)を超えるタンクにあっては、最

大常用圧力の数値を記載すること。  

3．7  安全装置の欄  

(1)  作動圧力の項は、安全装置の作動圧力を「○○＜P≦○○」の範囲として記載す

ること。  

(2)  有効吹き出し面積の項は、車両の移動方向の前方からタンク室に順番号を付して、

各室の有効吹き出し面積を記載すること。  

3．8  側面枠の欄  

(1)  材料及び板厚の項は、前記 3．4(5)及び(6)に準じて記載すること。  

(2)  取付角度の項は、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク

貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外測線に下

ろした垂線とのなす角度を記載すること。  

(3)  接地角度の項は、最外側線と地盤面とのなす角度を記載すること。  

(4)  当て板の材料及び板厚の項は、前記 3．4(5)及び(6)に準じて記載すること。 

(5) 上記(2)、(3)の角度は、小数点以下は切り捨てで記載すること。 

3．9  防護枠の欄  

材料及び板厚の項は、前記 3．4(5)及び(6)に準じて記載すること。  

3．10 閉鎖装置の欄  

装置の有無を○印によって囲むこと。  

3．11 吐出口の位置の欄  

吐出口の該当する取付位置を○印によって囲むこと。  

3．12 レバーの位置の欄  

     レバーの該当する取付位置を○印によって囲むこと。  

3．13 底弁損傷防止方法の欄  

配管による方法又は緩衝継手による方法等底弁の損傷を防止する方法を、その方法

に応じて「配管」、「緩衝継手」、「配管及び緩衝継手」等と記載すること。  

     なお、緩衝継手については、ビクトリックジョイント等の継手名称とすることもで

きる。  
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3．14 接地導線の欄  

接地導線の有無を○印によって囲むこと。なお、有の場合は、その長さを記入する

こと。  

3．15 緊結装置の欄  

当該欄は、積載式移動タンク貯蔵所に限り、記載すること。  

     なお、積載式移動タンク貯蔵所以外のものにあっては、当該記入欄に斜線又は―を

引き空欄としないこと。  

(1) 緊締金具(すみ金具)  

      緊締金具(すみ金具)の項は、有無を○印によって囲むこと。  

(2) U ボルト  

      ア  U ボルトの材質記号及び引張り強さの項は、前記 3．4 の(5)に準じて記載する

こと。  

      イ  U ボルトの直径、本数の項は、直径はネジ山の谷径を、本数は U ボルトの個数

を記載すること。  

3．16 箱枠の欄  

      前記 3．4(5)に準じて記載すること。  

3．17 消火器の欄  

(1)  薬剤の種類の項は、「消火粉末」、「二酸化炭素」等の消火薬剤の種類を記載するこ

と。  

(2)  薬剤量の項は、一の消火器の薬剤の量を薬剤の種類ごとに記載すること。この場

合、同種類の薬剤で 1 の消火器の消火薬剤量が異なるときは、それぞれ別の欄にそ

の量を記載すること。  

(3)  個数の項は、消火器の個数を薬剤の種類及び薬剤量の項の記載内容に合わせて記

載すること。  

3．18 可燃性蒸気回収設備の欄  

可燃性蒸気回収設備の有無を○印によって囲むこと。  

3．19 備考の欄  

(1) 保温又は保冷装置を設ける等特殊な構造又は保温(保冷)、不燃性ガス封入等の設

備を有する移動タンク貯蔵所にあっては、その旨及び最大積載重量を記載すること。 

(2) 完成検査時に確認した車台番号を記載すること。  
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第 4  添付図書の様式に関する事項  

4．1 図 書の大きさ  

図書の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。ただし、A4 を超える図面は A4に折

りたたむこと。  

4．2  図書の製本  

図書の製本は、左綴じとし、次の順で綴ること。なお、新たに設けられることとな

る特殊な設備等については、申請書の最後に添付するものとすること。  

(1)  申請書  

(2)  確認試験結果報告書又は危険物データベース登録確認書  

(3)  前記 2．1．1(1)の配置図  

(4)  4、3 に示す表紙  

(5)  第 3 の移動タンク貯蔵所構造設備明細書  

(6)  前記 2．1．1(2)以降の図面  

4．3  図書の表紙  

図書の表紙は、見出しを移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所、移動タンク貯

蔵所(給油タンク車))設置許可申請書添付図書とし、添付する図書の項目、申請年月日、

移動タンク貯蔵所の製造事業所名及び所在地を記載すること。(記載例 4．1－1～4．1

－3 参照)。  
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 別記様式１ 

 

移動タンク貯蔵所変更許可通知書 

 

                            

                             年 月 日 

 

（旧行政長危険物規制事務主管課） 

                        （新行政庁危険物規制事務主管課） 

 

 

 貴行政庁の設置（変更）許可に係る次表の第１欄に掲げる移動タンク貯蔵所について

位置の変更許可申請（及び譲渡引渡届出書）の提出があり、同表第２欄に掲げるとおり

変更許可（及び当該届出書の受理）を行ったので通知します。 

記 

 

 第 １ 欄 第 ２ 欄 

許 可 行 政 庁    

設 置 者 

住 所   

氏 名   

設 置 場 所   

設 置 ・ 変 更 許 可 

年月日（番号） 
  

完 成 検 査 年 月 日 

（ 番 号 ） 
  

譲渡引渡届出書受理年月日   

そ の 他 必 要 な 事 項   

注〉１ 設置者の項の第２欄には、移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡と位置の変更 

    が同時に行われるものである場合は、譲渡又は引渡を受けた者の住所及び氏          

    名を記入すること。 

   ２ この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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産業 

・積載式以外 

車台番号 〇〇〇〇〇〇 
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積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する基準 

（Ｈ4.6.18消防危第 54号通知） 

（Ｈ7.3.14消防危第 23号通知一部改正） 

 

１ 積載式移動タンク貯蔵所に対する移動タンク貯蔵所としての許可件数は、当該車両の

数と同一であること。 

２ 積載式移動タンク貯蔵所の車両に同時に積載することができるタンクコンテナの数は、 

タンクコンテナの容量の合計が 30,000リットル以下となる数とするが、さらに設置者が

その数以上のタンクコンテナ（以下「交換タンクコンテナ」という。）を保有し、かつ、

当該車両に交換タンクコンテナを積載しようとする場合は、 

 ⑴ 当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、交換タンクコンテ 

ナを含めて当該積載式移動タンク貯蔵所の設置許可を、 

 ⑵ 設置許可を受けた後にあっては、交換タンクコンテナを保有しようとする際に、当 

該積載式移動タンク貯蔵所の変更許可を、 

 それぞれ受けるものとすること。 

３ 上記２の許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナは、他の積載式移動 

タンク貯蔵所のタンクコンテナと当該タンクコンテナとが緊結装置に同一性をもつもの 

である場合には、既に許可を受けた当該他の積載式移動タンク貯蔵所の車両にも積載す

ることができること。この場合において、当該タンクコンテナは、当該他の積載式移動 

タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクとみなされるものであること。 

４ 積載式移動タンク貯蔵所において貯蔵する危険物の品名及び貯蔵最大数量がタンクコ

ンテナを積載するたびに異なることが予想される場合には、 

 ⑴ 当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、貯蔵することが予

想されるすべての品名及び貯蔵最大数量について、当該積載式移動タンク貯蔵所にお

いて貯蔵する危険物の品名及び貯蔵最大数量として設置許可を、 

 ⑵ 設置許可を受けた後にあっては、貯蔵することが予想されるすべての品名及び貯蔵

最大数量について、消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）第１１条

の４に定める届出を、 

それぞれ必要とするものであること。 

５ 積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナの車両、貨車又船舶への荷積み又は荷下し

に伴う当該タンクコンテナの取扱いは、当該積載式移動タンク貯蔵所の危険物の貯蔵に

伴う取扱いと解されること。 

６ 積載式移動タンク貯蔵所の車両からタンクコンテナを荷下しした後において再びタン 

クコンテナを積載するまでの間、当該車両を通常の貨物自動車としての用途に供する場 

合は、当該積載式移動タンク貯蔵所について法第１２条の６に定める用途廃止の届出を 
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要することなく、当該車両を貨物自動車の用途に供することができるものであること。 

７ 積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナを車両、貨物、船舶等を利用して輸送し、 

輸送先で他の車両に積み替える場合に、輸送先の市町村において許可を受けた積載式移 

動タンク貯蔵所がない場合には、当該タンクコンテナと他の車両とで一の積載式移動タ 

ンク貯蔵所として設置許可を受けることができるものとし、完成検査については、タン 

クコンテナを車両に固定した状態での外観検査により行うもので差し支えないものであ 

ること。この場合において、危険物の規制に関する規則（昭和 34年総理府令第 55号） 

第２４条の５第４項第４号の表示について輸送先の許可に係る行政庁名及び設置の許可 

番号の表示は不要とすること。 
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45 46 

 積移 1参照 

 国移 2、⑴参照 

2、⑵、ｱ、(ｲ)参照 

2、⑵、イ参照 

4、⑴参照 
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4、⑷参照 

4、⑸参照 
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移動タンク貯蔵所等に取り付けられている燃料油メーター 

の検定作業等に対する消防法上の取扱いの基準 

（Ｈ8.5.15 消防危第 64号通知） 

 

 移動タンク貯蔵所等に取り付けられている燃料油メーターのうち大型車載燃料油メーター及び定置

燃料メーター（別紙参照）については、従来、定期的な検定が義務付けられていなかったが、平成５

年１１月１日に施行された新計量法により５年に１度の定期的な検定が義務付けられ、検定証印に検

定の有効期間の満了の年月を付記することとされたこと。これに伴い、旧計量法に基づく有効期間の

満了の年月が表示されていない検定証印の付された当該燃料油メーターについては、平成 10 年 10 月

31日までに新計量法に基づく検定を受けることとされたこと。 

 そこで、今後移動タンク貯蔵所等に取り付けられている燃料油メーターの検定作業又は検定のため

の事前作業（以下「検定作業等」という。）を行うに当たり事業者から各消防機関に相談があった場合

には、下記の事項に留意の上指導されたい。 

 

１ 検査作業等を行うに当たり取り扱う危険物の量及び移動タンク貯蔵所に貯蔵する危険物の量は必

要最小限とすること。 

２ 検定作業等を行うに当たり取り扱われる危険物の量が指定数量未満指定数量の５分の１以上の場

合は、火災予防条例に基づく届出が必要となること。また、取り扱われる危険物の量が指定数量以

上で、一時的に検定作業等を行う場合は危険物の仮取扱いの承認が、恒常的に検定作業等を行う場

合は一般取扱所の許可が必要となること。 

  なお、同一場所で一日に検定作業等を行う移動タンク貯蔵所等が複数となる場合の危険物の取扱

数量の算定は、各車両ごとの取扱数量を合算して算出することとし、移動タンク貯蔵所等一台（機）

当たりの危険物の取扱数量の算定方法は循環系装置に対する取扱数量の算定方法に準じて行うこと。 

３ 検定作業等を行う施設が一般取扱所として許可申請された場合は、消防法令の基準を満足するよ

う指導することは当然であるが、検定作業等が危険物の仮取扱い又は火災予防条例に基づく危険物

の取扱いに該当する場合は特に次の安全対策を講ずるように指導すること。 

 ア 危険物の仮取扱いの場合 

  ⑴ 検定を行う場合は、周囲の安全が確保でき、かつ、作業が安全にできる広さの空地を有する

こと。 

  ⑵ 検定を行う場所には、柵等を設け、関係者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。 

  ⑶ 移動タンク貯蔵所等と検定用の基準タンク又は基準メーターユニットは、接地すること。 

  ⑷ 検定に使用するホースには、静電気を有効に除去する装置を設けること。 

  ⑸ 検定を行う場所に「検定作業中」及び「火気厳禁」並びに危険物の類、品名、及び最大数量

を表示した掲示板を設けること。 
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  ⑹ 検定中に危険物が漏えいした時に危険物の流出を防止することができる措置を講ずること。 

  ⑺ 検定を行う場所に第５種の消火器を設けること。 

イ 火災予防条例に基づく危険物の取扱いの場合 

  火災予防条例で定める事項のほか次の安全対策を講ずること。 

  ⑴ 検定を行う場所には、柵等を設け、関係者以外の者がみだりに立ち入らないよう 

にすること。 

  ⑵ 移動タンク貯蔵所等と検定用の基準タンク又は基準メーターユニットは、接地すること。 

（参考） 

   移動タンク貯蔵所等に取り付けられている燃料油メーターの検定作業は、各都道府県計量検定

所の検定官が次の方法により行う予定である。 

 １ 基準タンク方式（図１） 

   基準タンク方式は、移動タンク貯蔵所等に附属する注油ホースの注油ノズルから危険物を基準

タンクに注入することで燃料油メーターの通過量と基準タンクの注入量を比較し、器差の検定を

行う。 

 ２ 基準メーター方式（図２） 

   基準メーター方式は、燃料油メーターの出口側を基準メーターユニットとホースで接続し、移

動タンク貯蔵所等の危険物を循環することで、燃料油メーターと基準メーターの通過量を比較し、

器差の検定を行う。 
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固定給油設備及び固定注油設備の構造 

（Ｈ5.9.2消防危第 68号通知） 

１ ポンプ機器の構造 

 ⑴ 一のポンプに複数の給油ホース又は注油ホース（以下「給油ホース等」という。）が接続されている

場合には、各給油ホース等から吐出される最大の量をもって当該ポンプの最大吐出量とすること。 

 ⑵ 最大吐出量を毎分 180 リットル以下とすることができるのは、固定給油設備が複数のポンプを有す

る場合において、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用のみに供する注油ホースに接続

されているポンプ機器に限られるものであること。 

 ⑶ 固定給油設備等のポンプ機器として油中ポンプ機器を用いる場合のポンプ機器を停止する措置とし

て、ホース機器に取り付けられた姿勢検知装置がホース機器の傾きを検知した場合にポンプ機器の回

路を遮断する方法等による措置が講じられていること。 

   なお、ホース機器が給油取扱所の建築物の屋根に固定されている等転倒するおそれのないものであ

る場合には、当該措置は必要ないものであること。 

 ⑷ 固定給油設備等の内部のポンプ吐出配管部には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇

した場合に配管内の圧力を自動的に降下させる装置が設けられていること。 

   ただし、固定給油設備等の外部の配管部に配管内の圧力上昇時に危険物を自動的に専用タンクに戻

すことのできる装置を設ける場合には、当該装置を設ける必要はないものであること。 

２ ホース機器の構造 

 ⑴ 著しい引張力が加わったときに給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置としては、

著しい引張力が加わることにより離脱する安全継手又は給油、注入若しくは詰替えを自動的に停止す

る装置を設けること。この場合、安全継手にあっては２００重量キログラム以下の力によって離脱す

るものであること。 

 ⑵ ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接地しない構造として、給油ホース等を地盤面に

接地させない機能がホース機器本体に講じられている（図１－１）、給油ホース等が地盤面に接地しな

いようにゴム製、プラスチック製等のリング、カバーが取り付けられ（図１－２）、又はプラスチック

で被覆された給油ホース等が設けられていること（図１－３）。 

 ⑶ 危険物の過剰な注入を自動的に防止する構造は、車両に固定されたタンクにその上部から注入する

用に供する固定注油設備のホース機器のうち、最大吐出量が 60リットルを超え 180リットル以下のポ

ンプに接続されているもが有することとしてさしつかえないこと。 

   なお、ホース機器に複数の注油ホースが設けられる場合には、車両に固定されたタンクにその上部

から注入する用に供する注油ホースであって、最大吐出量が 60リットルを超え 180リットル以下のポ

ンプに接続されているものが対象となるものであること。 

  ア 危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造としては、タンク容量に相当する液面以上の危険

物の過剰な注入を自動的に停止できる構造、１回の連続した注入量が設定量（タンク容量から注入

開始時における危険物の残量を減じた量以下の量であって 2,000 リットルを超えない量であるこ

と。）以下に制限される構造等注入時の危険物の漏れを防止する機能を有する構造があること。 
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  イ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用にのみ供する注油ホースの直近には、専ら車

両に固定されたタンクに注入する用に供するものである旨の表示がなされていること。 

⑷ 油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合に当該ホース機器への

危険物の供給を停止する措置としてホース機器に取り付けられた姿勢検知装置がホース機器の傾きを

検知した場合にホース機器の配管に設けられた弁を閉鎖する方法等による装置が設けられていること。 

  なお、ホース機器が給油取扱所の建築物の屋根に固定されている等転倒するおそれのないものである

場合には、当該措置が必要ないものであること。 

３ 配管の構造に係る事項 

  配管は、固定給油設備等本体の内部配管であって、ポンプ吐出部から給油ホース等の接続口までの送

油管のうち弁及び計量器等を除く固定された送油管部をいうものであること。また、漏えいその他異常

の有無を確認する水圧試験として、水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行ってさしつかえ

ないものであること。 

  また、ポンプ機器とホース機器が分離して設けられている場合、当該機器間を接続する配管は、固定

給油設備等本体の内部配管ではなく、専用タンクの配管に該当するものであること。 

４ 外装の構造に係る事項 

  外装に用いる難燃性を有する材料とは、不燃材料及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第 338 号）

第 1 条第 5 号に規定する準不燃材料並びに日本産業規格Ｋ7201「酸素指数法による高分子材料の燃焼試

験方法」により試験を行った場合において、酸素指数が２６以上となる高分子材料であること。 

  ただし、油量表示部等機能上透視性を必要とする外装の部分については、必要最小限の大きさに限り、

難燃性を有する材料以外の材料を用いることができるものであること。 

５ ホースの全長 

  固定給油設備等のうち、懸垂式以外のものの給油ホース等の全長は、原則として、給油ホース等の取

出口から弁を設けたノズルの先端までの長さをいうものであること。（図 2参照）。 

６ 静電気除去に係る事項 

  給油ホース等及びこれらの先端のノズルに蓄積される静電気を有効に除去するため、先端のノズルか

ら固定給油設備等の本体の外部接地工事端子までの抵抗値は 1,000オーム未満であること。 

７ 電気設備に係る事項 

  可燃性蒸気の滞留する恐おそれのある場所に設ける電気設備にあっては、防爆性能を有すること。こ

の場合において、防爆性能は、電気設備に関する技術上の基準を定める省令（昭和 40 通商産業省令第

61号）第 208条 1項によるものであること。 
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